
吉見町災害時協力井戸制度実施要綱 

令和７年３月１８日 

要綱第８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、災害時において生活用水を供給するために、町内にある生活用

水を供給できる井戸を災害時協力井戸（以下「協力井戸」という。）として登録し、

もって災害時における生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１） 「災害時」とは、災害等により上水道設備が被災し、断水が発生した時を

いう。 

（２） 「生活用水」とは、飲用以外の日常生活に使用される水をいう。  

（登録の要件） 

第３条 協力井戸は、次に掲げる要件を満たすものとする。  

（１） 町内にある井戸であること。 

（２） 災害時に井戸水を無償で提供できること。  

（３） 井戸の所在地、設置位置、設備及び利用可能時間を公表することに同意す

ること。 

（４） 町が確認し、井戸利用に支障のないことを確認できたもの。  

（登録の手続） 

第４条 協力井戸の登録を受けようとする者は、吉見町災害時協力井戸登録申請書（様

式第１号）に必要な事項を記入し、町長に提出するものとする。  

２ 町長は、前項の登録申請書を受理したときは、内容等を審査し、協力井戸として

適当であると認められる場合は、吉見町災害時協力井戸登録決定通知書（様式第２

号）を、認められない場合には吉見町災害時協力井戸不登録決定通知書（様式第３

号）を協力井戸の登録を受けようとする者に通知するものとする。  

（標識の掲示） 

第５条 町長は、前条第２項の規定により登録の決定を受けた者（以下「登録者」と

いう。）に対し、登録標識を交付するものとする。  

２ 前項の登録標識を交付された登録者は、協力井戸を利用しようとするものが見や

すい場所に掲示するものとする。 

３ 登録者は、交付された登録標識を紛失、滅失、汚損又は破損した場合は、吉見町

災害時協力井戸登録標識紛失等届出書（様式第４号）を、町長に提出するものとす

る。 

４ 町長は、前項の届出書を受理したときは、登録標識を再交付するものとする。  

（登録の変更） 

第６条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、吉見町災害時協力井戸登録変更



申請書（様式第５号）を、町長に提出するものとする。  

２ 町長は、前項の申請があった場合は、吉見町災害時協力井戸変更登録決定通知書

（様式第６号）により、協力井戸の変更登録を受けようとする者に通知するものと

する。 

（登録の解除） 

第７条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、協力井戸の登録を解除

するものとする。 

（１） 登録者から吉見町災害時協力井戸登録解除申請書（様式第７号）の提出が

あったとき。 

（２） 第３条各号に掲げる登録の要件を満たさなくなったとき。  

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が協力井戸として適当でないと認めたと

き。 

２ 町長は、前項の規定により協力井戸の登録を解除したときは、吉見町災害時協力

井戸登録解除決定通知書（様式第８号）により、登録者に通知するものとする。 

３ 登録者は、登録が解除された場合は、交付された登録標識を町長に返還するもの

とする。ただし、登録標識を紛失又は滅失した場合は、吉見町災害時協力井戸登録

標識紛失等届出書（様式第４号）を町長へ提出するものとする。  

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


